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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行動ターゲティングを用いた電子広告システムであって、
　飲食店に設置された読取装置に、ユーザが利用する可搬型通信端末を接触または近接さ
せることで、前記飲食店への来店日時情報とユーザ識別情報と読取装置識別情報とを含む
来店情報を、前記可搬型通信端末または読取装置から取得する来店情報取得部と、
　前記来店情報を記憶する来店情報記憶部と、
　前記読取装置識別情報に対応付けて該読取装置識別情報により特定される読取装置が設
置された飲食店に関する情報を記憶する飲食店情報記憶部と、
　前記来店情報記憶部に記憶する来店情報及び前記飲食店情報記憶部に記憶する飲食店に
関する情報に基づいて、前記ユーザの興味のある飲食店の属性を分析し、前記分析結果に
基づいて該当する飲食店を前記飲食店情報記憶部から抽出する分析部と、
　前記抽出した飲食店に関する案内を通知する通知部と、を有し、
　前記飲食店情報記憶部には、各飲食店の業態及び該業態での平均滞在時間が記憶されて
おり、
　前記通知部は、
　前記飲食店情報記憶部を参照してユーザが現在訪れている飲食店の業態を特定し、前記
来店情報取得部で取得した新たな来店情報における前記来店日時情報から、前記記憶され
ている前記特定した飲食店の業態の平均滞在時間を用いて算出される所定のタイミングの
経過後、前記分析部で抽出した飲食店に関する案内を通知する
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　ことを特徴とする電子広告システム。
【請求項２】
　行動ターゲティングを用いた電子広告システムであって、
　飲食店に設置された読取装置に、ユーザが利用する可搬型通信端末を接触または近接さ
せることで、前記飲食店への来店日時情報とユーザ識別情報と読取装置識別情報とを含む
来店情報を、前記可搬型通信端末または読取装置から取得する来店情報取得部と、
　前記来店情報を記憶する来店情報記憶部と、
　前記読取装置識別情報に対応付けて該読取装置識別情報により特定される読取装置が設
置された飲食店に関する情報を記憶する飲食店情報記憶部と、
　前記来店情報記憶部に記憶する来店情報及び前記飲食店情報記憶部に記憶する飲食店に
関する情報に基づいて、前記ユーザの興味のある飲食店の属性を分析し、前記分析結果に
基づいて該当する飲食店を前記飲食店情報記憶部から抽出する分析部と、
　前記抽出した飲食店に関する案内を通知する通知部と、を有し、
　前記通知部は、
　前記来店情報取得部で新たな来店情報における前記来店日時情報から所定のタイミング
の経過後、前記分析部で抽出した飲食店に関する案内を通知するようになっており、
　前記所定のタイミングは、前記ユーザの過去の来店情報のうち、同日における一店目と
二店目との間の時間差の平均を算出し、算出した時間よりも所定時間前のタイミングであ
る、
　ことを特徴とする電子広告システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子広告システムに関する。特に、ユーザのウェブサイト上での行動履歴、実
際の店舗をユーザが訪れた情報などの各種情報に基づいて行動ターゲティングによる電子
広告システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から行動ターゲティングと呼ばれる広告手法が存在している。行動ターゲティング
による広告は主にインターネットでのオンラインショッピングで利用されている。この場
合、ユーザの購入履歴から、ユーザの興味を惹きそうと推測される商品を抽出し、電子メ
ールやバナー広告でユーザに対して通知を行うものである。また購入履歴のほか、ユーザ
のウェブサイト上での行動（たとえば検索キーワードや閲覧したページなど）をもとに行
動ターゲティングを行う方法もある。
【０００３】
　このような行動ターゲティングを用いた広告システムについて下記特許文献１に示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２８３０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の行動ターゲティングを用いた広告システムでは、主にインターネット上でのユー
ザの行動のみがその分析の対象となっている。そのため、ユーザが実際にどのような行動
をしているか、それを反映させることが出来ていない。
【０００６】
　特に、単に書籍などの商品を広告として通知する場合とは異なり、ある飲食店への来店
を促すような広告を行う場合には、インターネット上での行動を分析しただけでは、不十
分である。なぜならば、ユーザが実際にどのような場所を利用し、どのような時間帯に飲
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食店を訪れるかは、実際の飲食店の利用状況を判定しなければ特定できないからである。
そのため従来の行動ターゲティングを用いた広告システムでは、飲食店を対象とした行動
ターゲティングによる広告システムを行うことが出来ない。あるいは行えたとしても精度
が高いものとはならない。
【０００７】
　そこで飲食店を対象とする場合であっても適切な広告が行えることが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は上記課題に鑑み、飲食店を対象とした場合であっても行動ターゲティングを
用いた電子広告を行える電子広告システムを発明した。
【００１０】
　本発明のように構成することで、ユーザが実際に訪れていた飲食店と、ウェブサイト上
での行動履歴とを複合的に判断した上で案内する飲食店を抽出することが出来る。これに
よって、案内する対象が飲食店のように、ユーザの実際の行動が大きく影響する場合であ
っても、行動ターゲティングを用いた電子広告システムが実現可能となる。
【００１２】
　本発明のように実際に訪れていた飲食店に基づいて、案内する飲食店を通知しても良い
。飲食店の場合には、実際の行動が大きく影響するからである。
【００１６】
　このように来店情報を取得し、それに基づいて案内する飲食店を通知しても良い。これ
によって、ユーザが実際に訪れている場所の付近の飲食店を通知できる。また、ＧＰＳに
よる所在地情報ではなく、来店情報によって所在地情報を取得することから、ビルの階数
をも判定対象とすることが出来る。飲食店は同一ビル内に複数存在することも多いためで
ある。
【００１７】
　第１の発明は、行動ターゲティングを用いた電子広告システムであって、飲食店に設置
された読取装置に、ユーザが利用する可搬型通信端末を接触または近接させることで、前
記飲食店への来店日時情報とユーザ識別情報と読取装置識別情報とを含む来店情報を、前
記可搬型通信端末または読取装置から取得する来店情報取得部と、前記来店情報を記憶す
る来店情報記憶部と、前記読取装置識別情報に対応付けて該読取装置識別情報により特定
される読取装置が設置された飲食店に関する情報を記憶する飲食店情報記憶部と、前記来
店情報記憶部に記憶する来店情報及び前記飲食店情報記憶部に記憶する飲食店に関する情
報に基づいて、前記ユーザの興味のある飲食店の属性を分析し、前記分析結果に基づいて
該当する飲食店を前記飲食店情報記憶部から抽出する分析部と、前記抽出した飲食店に関
する案内を通知する通知部と、を有し、前記飲食店情報記憶部には、各飲食店の業態及び
該業態での平均滞在時間が記憶されており、前記通知部は、前記飲食店情報記憶部を参照
してユーザが現在訪れている飲食店の業態を特定し、前記来店情報取得部で取得した新た
な来店情報における前記来店日時情報から、前記記憶されている前記特定した飲食店の業
態の平均滞在時間を用いて算出される所定のタイミングの経過後、前記分析部で抽出した
飲食店に関する案内を通知する、電子広告システムである。
　また、第２の発明は、行動ターゲティングを用いた電子広告システムであって、飲食店
に設置された読取装置に、ユーザが利用する可搬型通信端末を接触または近接させること
で、前記飲食店への来店日時情報とユーザ識別情報と読取装置識別情報とを含む来店情報
を、前記可搬型通信端末または読取装置から取得する来店情報取得部と、前記来店情報を
記憶する来店情報記憶部と、前記読取装置識別情報に対応付けて該読取装置識別情報によ
り特定される読取装置が設置された飲食店に関する情報を記憶する飲食店情報記憶部と、
前記来店情報記憶部に記憶する来店情報及び前記飲食店情報記憶部に記憶する飲食店に関
する情報に基づいて、前記ユーザの興味のある飲食店の属性を分析し、前記分析結果に基
づいて該当する飲食店を前記飲食店情報記憶部から抽出する分析部と、前記抽出した飲食
店に関する案内を通知する通知部と、を有し、前記通知部は、前記来店情報取得部で新た
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な来店情報における前記来店日時情報から所定のタイミングの経過後、前記分析部で抽出
した飲食店に関する案内を通知するようになっており、
　前記所定のタイミングは、前記ユーザの過去の来店情報のうち、同日における一店目と
二店目との間の時間差の平均を算出し、算出した時間よりも所定時間前のタイミングであ
る、電子広告システムである。
【００１８】
　このように構成することで、ユーザが次のお店を選ぶタイミングで案内を通知すること
も可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によって、飲食店を対象とした場合であっても行動ターゲティングを用いた電子
広告を行える電子広告システムが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のシステム構成の概念図の一例を模式的に示す図である。
【図２】サーバなどのハードウェア構成の概念図の一例を模式的に示す図である。
【図３】本発明のフローチャートの一例を模式的に示す図である。
【図４】来店情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図５】ウェブサイト行動履歴情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図６】飲食店情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図７】分析方法の一例を示す図である。
【図８】分析方法のほかの一例を示す図である。
【図９】分析方法のほかの一例を示す図である。
【図１０】分析方法のほかの一例を示す図である。
【図１１】分析方法のほかの一例を示す図である。
【図１２】通知のタイミングを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の電子広告システム１のシステム構成の概念図の一例を図１に模式的に示す。本
発明の電子広告システム１では、電子広告を行う飲食店情報提供会社が運営する管理サー
バ２と、ユーザが利用するユーザ端末４と、各飲食店に設置される読取端末と、が用いら
れる。
【００２２】
　管理サーバ２は、プログラムの演算処理を実行するＣＰＵなどの演算装置７０と、情報
を記憶するＲＡＭやハードディスクなどの記憶装置７１と、ディスプレイ（画面）などの
表示装置７２と、キーボードやポインティングデバイス（マウスやテンキーなど）などの
入力装置７３と、演算装置７０の処理結果や記憶装置７１に記憶する情報をインターネッ
トやＬＡＮなどのネットワークを介して送受信する通信装置７４とを有している。コンピ
ュータ上で実現する各機能（各手段）は、その処理を実行する手段（プログラムやモジュ
ールなど）が演算装置７０に読み込まれることでその処理が実行される。各機能は、記憶
装置７１に記憶した情報をその処理において使用する場合には、該当する情報を当該記憶
装置７１から読み出し、読み出した情報を適宜、演算装置７０における処理に用いる。図
２にコンピュータ端末やサーバのハードウェア構成の一例を模式的に示す。また、コンピ
ュータ端末やサーバにおける処理は、複数のコンピュータ端末やサーバに、その機能が分
散配置されていても良い。
【００２３】
　本発明における各手段は、その機能が論理的に区別されているのみであって、物理上あ
るいは事実上は同一の領域を為していても良い。
【００２４】
　ユーザ端末４は、ユーザが利用するコンピュータ端末や可搬型通信端末であり、管理サ
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ーバ２が電子広告の通知を行う端末である。可搬型通信端末は、携帯電話（スマートフォ
ンも含む）、ＰＨＳなどの通信機能を備えた端末である。また可搬型通信端末の記憶装置
には、当該ユーザを識別するための識別情報（ユーザ識別情報）が記憶されていることが
好ましい。さらに可搬型通信端末には、所定のアプリケーションソフトウェアが記憶され
ていると良い。
【００２５】
　読取装置３は、各飲食店に設置される端末であって、可搬型通信端末と接触または近接
することによって、当該可搬型通信端末を利用するユーザが当該飲食店に来店したことを
示す来店情報を管理サーバ２に通知する。読取装置３には店舗または読取装置３を識別可
能な情報（以下、総称して「読取装置識別情報」という）が記憶されている。読取装置３
と可搬型通信端末との間で接触または非接触で通信を行う場合の通信方式にはさまざまな
ものがあるが、たとえばＮＦＣ方式（Near Field Communication）などのＲＦＩＤが一例
としてある。なお、これには限定されない。また、読取装置３には、インターネットなど
のネットワークでの通信が可能な装置と、ネットワークでの通信が行えない装置のいずれ
も用いることができる。
【００２６】
　ネットワークでの通信が可能な読取装置３の場合、可搬型通信端末に記憶されたユーザ
識別情報を読み取り、読み取ったユーザ識別情報と読取装置識別情報と来店日時情報とを
管理サーバ２に送信する。ネットワークでの通信が可能な読取装置３とは、読取装置３そ
のものに通信機能が内蔵されているほか、読取装置３と接続された、ネットワークでの通
信が可能な装置（たとえばＰＯＳレジやコンピュータ端末など）の場合も含む。
【００２７】
　ネットワークでの通信が行えない読取装置３の場合、読取装置３に記憶された読取装置
識別情報を可搬型通信端末に送り、可搬型通信端末から、ユーザ識別情報と読取装置識別
情報と来店日時情報とを管理サーバ２に送信する。
【００２８】
　さらに、可搬型通信端末には読取装置３と通信を行うための通信機能を備えていない場
合もある。その場合、読取装置３から所定の音（読取装置３または飲食店ごとにユニーク
な音）を再生する。そして可搬型通信端末で所定のアプリケーションソフトウェア（後述
の処理を行うアプリケーションソフトウェア）を起動させた状態で、可搬型通信端末を近
接させると、当該アプリケーションソフトウェアでその音を認識することで読取装置３ま
たは飲食店を特定し、対応する読取装置識別情報を特定する。そして可搬型通信端末のア
プリケーションソフトウェアが認識した読取装置識別情報とユーザ識別情報と来店日時情
報とを管理サーバ２に送る。
【００２９】
　以上のような処理を行うことで、読取装置３または可搬型通信端末から管理サーバ２に
来店したことを示す情報（来店情報）を送る。
【００３０】
　管理サーバ２は、来店情報取得部２０と来店情報記憶部２１とウェブサイト行動履歴情
報取得部２２とウェブサイト行動履歴情報記憶部２３と分析部２４と飲食店情報記憶部２
５と通知部２６とを有している。
【００３１】
　来店情報取得部２０は、読取装置３または可搬型通信端末から来店情報（ユーザ識別情
報、読取装置識別情報、来店日時情報）を取得し、後述する来店情報記憶部２１に記憶さ
せる。
【００３２】
　来店情報記憶部２１は、ユーザごとに、いつどの飲食店を訪れたかを記憶しており、具
体的にはユーザ識別情報に対応づけて、読取装置識別情報と来店日時情報とを記憶させて
いる。図４に来店情報記憶部２１の一例を模式的に示す。なお図４では、ユーザ識別情報
「１１１１１」のユーザの来店情報の場合を示したが、ほかのユーザの来店情報も同様に
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記憶されている。
【００３３】
　ウェブサイト行動履歴情報取得部２２は、管理サーバ２が運営する飲食店に関する情報
を提供する情報提供サーバ（図示せず）において、当該ユーザがユーザ端末４からどのよ
うなウェブサイトを閲覧したか、の情報（ウェブサイト行動履歴情報）を記録しているの
で、情報提供サーバからウェブサイト行動履歴情報を取得し、後述するウェブサイト行動
履歴情報記憶部２３に記憶させる。
【００３４】
　ウェブサイト行動履歴情報としては、たとえば情報提供サーバで提供している飲食店の
特集情報のうち、特定の地域や料理に関するウェブサイトを閲覧した記録（特集を示す情
報やＵＲＬなどの記録）、検索キーワードとして入力した単語（検索キーワードとした、
たとえば地域や料理などの単語）の記録がある。
【００３５】
　ウェブサイト行動履歴情報記憶部２３は、ウェブサイト行動履歴情報取得部２２で取得
したウェブサイト行動履歴情報を、ユーザ識別情報ごとに記憶している。図５にウェブサ
イト行動履歴情報記憶部２３の一例を模式的に示す。なお図５では、ユーザ識別情報「１
１１１１」のユーザのウェブサイト行動履歴情報の場合を示したが、ほかのユーザのウェ
ブサイト行動履歴情報も同様に記憶されている。
【００３６】
　分析部２４は、所定のタイミングで（たとえば定期的にあるいはユーザがある飲食店を
訪れた時点）、来店情報記憶部２１に記憶している来店情報および／またはウェブサイト
行動履歴情報記憶部２３に記憶しているウェブサイト行動履歴情報に基づいて、当該ユー
ザの行動履歴、ユーザの興味があると推定される飲食店の属性を分析し、その属性を有す
る飲食店を後述の飲食店情報記憶部２５から抽出する。
【００３７】
　この分析にはさまざまな方法を採ることが出来るが、たとえば以下のような方法がある
。ウェブサイト行動履歴情報記憶部２３に、当該ユーザのウェブサイト行動履歴情報とし
て、バーの特集のウェブサイトを閲覧した情報とがあり、さらに来店情報として銀座のＡ
店を訪れた来店情報が記憶された場合、ユーザの現在いる場所が銀座であることを特定で
きるので、銀座周辺（特にＡ店から所定範囲内）のバーの情報を飲食店情報記憶部２５か
ら抽出する。これを模式的に図７に示す。
【００３８】
　すなわち、ユーザがある飲食店に来店した場合、その来店した飲食店の所在地の情報を
飲食店情報記憶部２５から特定する。またウェブサイト行動履歴情報に基づいて、ユーザ
が検索キーワードとしたキーワードに関連する飲食店の属性を特定する。そしてその特定
した飲食店の属性と、ユーザが来店している飲食店の所在地の情報に基づいて、該当する
飲食店を抽出し、好ましくはユーザの来店している飲食店の所在地から近い飲食店の順番
に並び替える。
【００３９】
　また、分析の方法としては以下のような方法もある。これを模式的に図８に示す。ユー
ザがある飲食店に来店した場合、その来店した飲食店の所在地の情報を飲食店情報記憶部
２５から特定する。またウェブサイト行動履歴情報に基づいて、ユーザが閲覧していたウ
ェブサイトのうち、最も閲覧回数の多いウェブサイトの飲食店の属性を特定する。そして
その特定した飲食店の属性と、ユーザがユーザが来店している飲食店の所在地の情報に基
づいて、該当する飲食店を抽出し、好ましくはユーザの来店している飲食店の所在地から
近い飲食店の順番に並び替える。
【００４０】
　さらに分析の方法としては以下のような方法もある。これを模式的に図９に示す。ユー
ザがある飲食店に来店した場合、その来店した飲食店の所在地の情報を飲食店情報記憶部
２５から特定する。またウェブサイト行動履歴情報に基づいて、ユーザが閲覧していたウ
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ェブサイトのうち、最も閲覧回数の多い飲食店の属性を特定する。たとえば、イタリア料
理の飲食店を最もよく閲覧している、フランス料理の飲食店を最もよく閲覧しているなど
を特定する。そしてその特定した飲食店の属性と、ユーザがユーザが来店している飲食店
の所在地の情報に基づいて、該当する飲食店を抽出し、好ましくはユーザの来店している
飲食店の所在地から近い飲食店の順番に並び替える。
【００４１】
　加えて分析の方法としては以下のような方法もある。これを模式的に図１０に示す。ユ
ーザがある飲食店に来店した場合、その来店した飲食店の所在地の情報を飲食店情報記憶
部２５から特定する。またウェブサイト行動履歴情報に基づいて、ユーザが閲覧していた
ウェブサイトのうち、最も閲覧回数の多い飲食店の属性を特定する。また来店情報記憶部
２１における読取装置識別情報から、ユーザが実際に訪れている飲食店の属性情報を特定
する。そしてウェブサイト行動履歴情報に基づく飲食店の属性と、来店情報に基づく飲食
店の属性とのうち、最も多い飲食店の属性を特定する。そしてその特定した飲食店の属性
と、ユーザがユーザが来店している飲食店の所在地の情報に基づいて、該当する飲食店を
抽出し、好ましくはユーザの来店している飲食店の所在地から近い飲食店の順番に並び替
える。なお、ウェブサイト行動履歴情報に基づく飲食店の属性と、来店情報に基づく飲食
店の属性とを用いて最も多い飲食店の属性を特定する際に、ウェブサイト行動履歴情報に
基づく飲食店の属性に係数を乗算し、来店情報に基づく飲食店の属性に別の係数を乗算し
た上で、飲食店の属性を特定しても良い。
【００４２】
　また、分析の方法としては以下のような方法もある。これを模式的に図１１に示す。ユ
ーザがある飲食店に来店した場合、その来店した飲食店の所在地の情報を飲食店情報記憶
部２５から特定する。またウェブサイト行動履歴情報に基づいて、ユーザが閲覧していた
ウェブサイトのうち、直近の特集のウェブサイト、最も閲覧回数の多い特集のウェブサイ
トに関連する飲食店の属性を特定する。たとえば飲食店の属性としては、飲食店の場所、
料理の種類（和食、中華料理、イタリア料理、フランス料理、スペイン料理、アジア料理
など）、飲食店の形態（レストラン、居酒屋、バー、カラオケ、ファミレスなど）、予算
、利用シーン（記念日、新年会、忘年会など）を特定する。そしてその特定した飲食店の
属性と、ユーザが来店している飲食店の所在地の情報に基づいて、該当する飲食店を抽出
し、好ましくはユーザの来店している飲食店の所在地から近い飲食店の順番に並び替える
。
【００４３】
　分析方法としては上述に限られず、如何なる方法であっても良い。つまり、ウェブサイ
ト行動履歴情報および／または来店情報を用いて分析を行っていればよい。また分析方法
としては公知の方法を用いることも出来る。さらに、ウェブサイト行動履歴情報のみ、来
店情報のみで分析を行っても良い。
【００４４】
　飲食店情報記憶部２５は、飲食店に関する情報を記憶している。たとえば飲食店を識別
する飲食店識別情報、読取装置識別情報、飲食店名、ウェブサイトのＵＲＬ、所在地情報
、電話番号、飲食店で提供するサービス（メニュー、金額など）、クーポンなどに関する
情報を記憶している。なお、所在地情報としては、住所、最寄り駅、地図情報における情
報、緯度・経度情報などの情報がある。また住所として、本願発明では読取装置３を各飲
食店に設置することから、ビルの階数までをも特定することが出来る。そのため、ビル内
の飲食店の場合、その階数までが情報として含まれていることが好ましい。図６に飲食店
識別情報記憶部の一例を模式的に示す。
【００４５】
　通知部２６は、分析部２４で抽出した結果の飲食店の情報を当該ユーザ端末４に送る。
この通知を送るタイミングは如何様なタイミングであっても良い。たとえば分析部２４で
分析後、すぐに送っても良いし、あるいは当該ユーザの来店情報における来店日時情報か
ら所定時間（たとえば１時間半、２時間など）のタイミングで送っても良い。来店日時情
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報から所定時間経過したタイミングで送ることによって、ユーザが次のお店を検討し始め
るタイミングで広告を行うことが出来る。これによって、広告効果が高まる。
【００４６】
　タイミングの算出としては、たとえば図１２に示す方法がある。図１２の場合、来店情
報記憶部２１に記憶している、当該ユーザの過去の来店情報のうち、同日における一店目
と二店目との間の時間差（来店日時情報の時間差）の平均を算出し、算出した時間よりも
所定タイミングだけ前のタイミング（たとえば来店日時情報の時間差の平均が１時間５０
分であった場合、そこから３０分前のタイミング（来店日時情報から１時間２０分後のタ
イミング）、あるいは７割のタイミング（来店日時情報から１時間１７分後のタイミング
））で通知を行うようにしても良い。従って、来店日時情報が１８時３０分であれば、１
９時５０分に通知が行われる。
【００４７】
　さらにほかの方法としては、ユーザが現在訪れている飲食店の業態を飲食店情報記憶部
２５を参照することで特定し、当該飲食店の業態での平均滞在時間（あらかじめ記憶して
おく）に基づいて、平均滞在時間よりも所定タイミング前のタイミングで通知を行っても
良い。さらに、当該飲食店の平均滞在時間がある場合には、その平均滞在時間よりも所定
タイミング前のタイミングで通知を行っても良い。
【００４８】
　なおこの通知は電子メールで行っても良いし、あるいは、ユーザが閲覧する飲食店情報
提供サーバのウェブサイト上で表示を行っても良い。前者の場合には、あらかじめユーザ
識別情報に対応づけて電子メールを記憶しておき（たとえば来店情報記憶部２１やそれ以
外のユーザに関する情報を記憶する記憶部に記憶しておき）、それを参照することで通知
を行う。一方、後者の場合には、当該通知を管理サーバ２から情報提供サーバに行い、ユ
ーザが通知部２６における通知を行うタイミング以降に、ユーザ端末４から情報提供サー
バにアクセスしてウェブサイトを閲覧した場合、ウェブサイトの所定欄に表示をさせるこ
とでもよい。
【実施例１】
【００４９】
　次に本発明の処理プロセスの一例を図３のフローチャートを用いて説明する。
【００５０】
　まずユーザは、ユーザ端末４からユーザ識別情報および認証情報を入力してログインを
した上で、情報提供サーバが提供するウェブサイトを閲覧する。この際には、興味を惹い
た飲食店のウェブサイト、特集に関するウェブサイトなどを閲覧することとなる。なお、
特集に関するウェブサイトとは、飲食店の情報提供会社が期間を定めて、たとえばスペイ
ン料理特集、銀座特集など、特別に、あるテーマについての情報提供を行うウェブサイト
である。そして情報提供サーバでユーザが閲覧したウェブサイトの記録は、情報提供サー
バでユーザ識別情報ごとに記録をしておく。また、情報提供サーバでユーザが検索を行い
たい場合には、ユーザは検索キーワードの入力を行う。この検索キーワードも情報提供サ
ーバでユーザ識別情報ごとに記録をしておく。
【００５１】
　以上のようにして情報提供サーバで記録しているウェブサイト行動履歴情報を、管理サ
ーバ２のウェブサイト行動履歴情報取得部２２は、情報提供サーバから取得し（Ｓ１００
）、ウェブサイト行動履歴情報記憶部２３にユーザ識別情報に対応づけて記憶させる（Ｓ
１１０）。
【００５２】
　一方、ユーザは、飲食店を訪れたら当該飲食店に設置されている読取装置３に、当該ユ
ーザの可搬型通信端末を接触または近接させ、読取装置３または可搬型通信端末から来店
情報を管理サーバ２に送る。読取装置３または可搬型通信端末から送られた来店情報は、
管理サーバ２の来店情報取得部２０で取得し（Ｓ１００）、来店情報記憶部２１にユーザ
識別情報に対応づけて記憶させる（Ｓ１１０）。
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【００５３】
　なお上記ではウェブサイト行動履歴情報と来店情報の双方を取得した場合を示したが、
ウェブサイト行動履歴情報のみを取得しても良いし、来店情報のみを取得しても良い。
【００５４】
　そして所定のタイミングで分析部２４は、来店情報記憶部２１に記憶する来店情報、ウ
ェブサイト行動履歴情報記憶部２３に記憶するウェブサイト行動履歴情報をユーザ識別情
報に基づいて抽出し、上述のように分析処理を実行し（Ｓ１２０）、ユーザに対して通知
する飲食店を飲食店情報記憶部２５から抽出する（Ｓ１３０）。
【００５５】
　以上のようにして抽出した飲食店について、通知部２６は電子メールやウェブサイトで
ユーザ端末４に通知を行う（Ｓ１４０）。すなわち当該飲食店についての案内を含む電子
メールを送ったり、情報提供サーバのウェブサイトに、当該ユーザがアクセスした場合、
その飲食店をおすすめとして表示したりする方法がある。
【実施例２】
【００５６】
　上述の実施例ではユーザに対して任意のタイミングで通知を行う場合であったが、たと
えばユーザがある飲食店を訪れた後、所定のタイミングで通知を行うこととしても良い。
たとえば、ユーザが「２０１１年５月３１日１８時３０分」に「Ａ店」に入店し、読取装
置３に可搬型通信端末を読み取らせたとする。この場合、来店情報として、当該ユーザの
ユーザ識別情報とＡ店の読取装置識別情報と来店日時情報「２０１１年５月３１日１８時
３０分」とが送られる。この来店情報は、管理サーバ２の来店情報取得部２０で取得し、
来店情報記憶部２１に記憶される。
【００５７】
　そして分析部２４は、来店情報におけるＡ店の読取装置識別情報に基づいて当該Ａ店の
所在地情報を特定する。たとえば「新宿区新宿１－２－３　○○ビル３階」であったとす
る。次に、分析部２４は、当該ユーザのユーザ識別情報に対応づけられたウェブサイト行
動履歴情報記憶部２３におけるウェブサイト行動履歴情報に基づいて、直近の特集の情報
や最も閲覧回数の多い特集の情報を特定し、飲食店に関する属性を特定する。あるいはユ
ーザが閲覧している飲食店のうち、二次会にふさわしい飲食店（たとえばバー、ダーツバ
ー、居酒屋、カラオケなど）の業態であって、ユーザが最も閲覧している回数が多い業態
を特定する。そして特定した業態（たとえば居酒屋）のうち、上記で特定したＡ店の所在
地情報から所定範囲内（たとえば３００メートル）以内の飲食店を飲食店情報記憶部２５
を参照することで特定し、抽出する。また抽出した際には、Ａ店の所在地から近い順に並
べ替えを行うことが好ましい。たとえば最も近い飲食店が「新宿区新宿１－２－３　○○
ビル４階」、次に近い飲食店が「新宿区新宿１－２－３　○○ビル地下１階」、その次に
近い飲食店が「新宿区新宿１－３－５」のように並べ替えをする。なお、飲食店が近いか
否かは、二店間の直線距離を所在地情報に基づいて判定すればよい。
【００５８】
　また上述のように、本発明では、飲食店の読取装置３で来店情報を識別するため、ユー
ザの現在いる位置として、ビルの何階にいるかまでをも特定することが出来る。これは読
取装置３に可搬型通信端末を読み取らせ、ユーザの現在いる飲食店およびその所在地を特
定出来るためである。従って、ユーザが現在いる飲食店から最も近い飲食店を特定する場
合、ビルの階数をも考慮することが出来る。たとえば雑居ビル内の飲食店の場合、各階ご
とに複数の飲食店がある場合もある。そのため、飲食店の近さの判定にあっては、同一階
の別の飲食店が最も近く、次に当該階に最も近接している階（たとえば３階であれば４階
と２階、１階であれば２階と地下１階）で判定をすることが出来る。
【００５９】
　また業態で特定するほか、ユーザが実際に閲覧していた飲食店がある場合にはそれを優
先的に抽出し、並べ替えの際の上方に優先的に表示をしても良い。
【００６０】
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　以上のような方法で分析部２４が抽出を行うと、来店日時情報から所定のタイミングの
段階で、通知部２６が、分析部２４で抽出した各飲食店の情報を当該ユーザに対して通知
を行う。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上のような電子広告システム１を用いることで、飲食店を対象とした場合であっても
行動ターゲティングを用いた電子広告を行える電子広告システム１が可能となる。
【符号の説明】
【００６２】
　１：電子広告システム
　２：管理サーバ
　３：読取装置
　４：ユーザ端末
２０：来店情報取得部
２１：来店情報記憶部
２２：ウェブサイト行動履歴情報取得部
２３：ウェブサイト行動履歴情報記憶部
２４：分析部
２５：飲食店情報記憶部
２６：通知部
７０：演算装置
７１：記憶装置
７２：表示装置
７３：入力装置
７４：通信装置
【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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